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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：令和５年５月２５日（令和５年（行情）諮問第４３２号） 

答申日：令和８年３月１３日（令和７年度（行情）答申第９９４号） 

事件名：特定の質問主意書に対する答弁書に記載の「報告」に該当する文書の

一部開示決定に関する件 

答 申 書 

第１ 審査会の結論 

別紙の１に掲げる文書（以下「本件請求文書」という。）の開示請求に

対し、別紙の２に掲げる２３５文書（以下、併せて「本件対象文書」とい

う。）を特定し、その一部を不開示とした各決定については、本件対象文

書を特定したことは妥当であるが、別紙の３に掲げる部分を開示すべきで

ある。 

第２ 審査請求人の主張の概要 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し、平成２９年５月２９日付け防官文第８

４４１号及び平成３０年１０月２６日付け同第１６７９５号により防衛大

臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った各一部開示決定

（以下、順に「原処分１」及び「原処分２」といい、併せて「原処分」と

いう。）について、その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

（１）審査請求書１（原処分１）

アないしカ （略）

キ 一部に対する不開示決定の取消し。

記録された内容を精査し、支障が生じない部分については開示すべ

きである。 

（２）審査請求書２（原処分２）

アないしエ （略）

オ 上記（１）キと同じ。

カ 対象文書に漏れがないか念のため確認を求める。

審査請求人は確認する手段を持たないため、開示請求対象に漏れが

ないか念のため確認を求める次第である。 

（３）意見書

不開示とされる理由がないはずのページ番号が消されている。

本件対象文書のうち（２）防衛大臣に対する業務説明（平成２８年８
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月９日）（文書２）は右下にページ番号が綴られているが、４１及び４

２頁の番号が墨消にされている。 

    この箇所は開示可能であるはずである。 

    また同様な墨消しが他にもないか、確認を行うべきである。 

第３ 諮問庁の説明の概要 

１ 経緯 

本件開示請求は、別紙の１に掲げる文書（本件請求文書）の開示を求め

るものであり、これに該当する行政文書として別紙の２に掲げる２３５文

書（本件対象文書）を特定した。 

本件開示請求については、法１１条に規定する開示決定等の期限の特例

を適用し、まず、平成２９年５月２９日付け防官文第８４４１号により、

本件対象文書のうち文書１について、法５条３号及び５号に該当する部分

を不開示とする一部開示決定処分（原処分１）を行った後、平成３０年１

０月２６日付け防官文第１６７９５号により、本件対象文書のうち文書２

ないし文書２３５について、法５条１号、３号及び５号に該当する部分を

不開示とする一部開示決定処分（原処分２）を行った。 

本件審査請求は、原処分１及び原処分２に対して提起されたものであり、

本件諮問に当たっては、それらの審査請求を併合し諮問する。 

なお、本件審査請求について、審査請求が提起されてから情報公開・個

人情報保護審査会への諮問を行うまでに約５年１０か月及び約４年６か月

を要しているが、その間多数の開示請求に加え、開示請求の件数を大幅に

上回る大量の審査請求が提起され、それらにも対応しており、諮問を行う

までに長期間を要したものである。 

２ 法５条該当性について 

原処分において不開示とした部分及び不開示とした理由は、別表のとお

りであり、本件対象文書のうち、法５条１号、３号及び５号に該当する部

分を不開示とした。 

３ 審査請求人の主張について 

（１）ないし（４） （略） 

（５）審査請求人は、「一部に対する不開示決定の取消し」として、支障が

生じない部分について開示を求めるが、原処分においては本件対象文書

の法５条該当性を十分に検討した結果、上記２のとおり、本件対象文書

の一部が同条１号、３号及び５号に該当することから当該部分を不開示

としたものであり、その他の部分については開示している。 

（６）審査請求人は、「対象文書に漏れがないか念のため確認を求める」と

しているが、本件対象文書のほかに本件開示請求に係る行政文書は保有

していない。 
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（７）以上のことから、審査請求人の主張にはいずれも理由がなく、原処分

を維持することが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。 

① 令和５年５月２５日  諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年６月１４日    審議 

④ 同月２６日      審査請求人から意見書を収受 

⑤ 令和８年３月９日   委員の交代に伴う所要の手続の実施、本件

対象文書の見分及び審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件開示請求は、本件請求文書の開示を求めるものであり、処分庁は、

本件対象文書を特定し、その一部を法５条１号、３号及び５号に該当する

として不開示とする原処分を行った。 

これに対し、審査請求人は、文書の追加特定及び不開示部分の開示等を

求めており、諮問庁は、原処分を維持することが妥当であるとしているこ

とから、以下、本件対象文書の見分結果を踏まえ、本件対象文書の特定の

妥当性及び不開示部分の不開示情報該当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件対象文書の特定について、当審査会事務局職員をして諮問庁に確

認させたところ、諮問庁から次のとおり説明があった。 

  ア 本件開示請求は、稲田朋美衆議院議員が防衛大臣に就任した平成２

８年８月３日から、政府答弁書（平成２９年２月１７日受領答弁第５

４号（内閣衆質１９３第５４号））が作成された平成２９年２月１７

日までの間、国際連合南スーダンＰＫＯミッション（ＵＮＭＩＳＳ）

のため自衛隊施設部隊が派遣された南スーダンの情勢に関し、稲田防

衛大臣に報告された全ての文書を求めているものと解し、本件対象文

書を特定した。 

   イ 南スーダン情勢に関する報告は、平成２８年１０月２０日以降、土

日祝日及び年末年始を除き、基本的に毎日行われていた。 

  ウ 本件対象文書の外に、本件請求文書に該当する文書は作成・保有し

ていない。 

  エ 本件審査請求を受け、念のため、関係部署において再度探索を行っ

たが、本件対象文書の外に本件請求文書に該当する文書の作成及び保

有は確認できなかった。 

 （２）これを検討するに、上記（１）アないしエの本件対象文書の特定方

法に問題はない上、上記（１）オの探索状況を踏まえると、本件対象
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文書の外に開示請求の対象として特定すべき文書を作成・保有してい

ないとする諮問庁の説明に不自然、不合理な点はない。 

他に本件請求文書に該当する文書の存在をうかがわせる事情も認め

られないことからすると、防衛省において、本件対象文書の外に開

示請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められな

いので、本件対象文書を特定したことは妥当である。 

３ 不開示情報該当性について 

（１）法５条１号該当性について 

  ア 別表の番号１に掲げる不開示部分は、自衛隊員、国際機関職員及び

民間人等の写真の顔部分であり、当該部分は、法５条１号本文前段の

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの

に該当すると認められる。 

当審査会事務局職員をして、自衛隊員の顔写真を公にする慣行の有

無等について諮問庁に確認させたところ、諮問庁から、防衛省・自

衛隊においては、自衛隊員のうち将官（将補以上の階級の者を指

す。）等の顔写真については、報道の用に供するため、報道機関等

に提供するなど、これを公にする慣行があるが、当該不開示部分の

自衛隊員については公表慣行がなく、ウェブサイト等の他の広報資

料等でも公表されていない者であるとの説明があった。 

上記の諮問庁の説明を踏まえると、当該各部分は、法５条１号ただ

し書イに該当しないと認められるほか、国際機関職員及び民間人等

についても、その写真の顔部分を公にする慣行があると認めるべき

事情は存しないことから、いずれも同号ただし書イに該当せず、同

号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。 

また、当該部分は、個人識別部分に該当すると認められることから、

法６条２項による部分開示の余地はなく、法５条１号に該当し、不

開示としたことは妥当である。 

   イ 別表の番号２に掲げる不開示部分には、自衛隊員個人に関する情報

が記載されていると認められる。 

当該部分は、法５条１号の個人に関する情報であって、当該当事者

等の氏名は記載されていないものの、これを公にすると、関係者等

一定範囲の者には当該当事者等を特定することが可能であり、これ

ら一定範囲の者に個人的な情報が知られることとなり、当該個人の

権利利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって、当該部分は、法５条１号本文後段に該当し、同条ただ

し書イないしハに該当する事情も認められないので、不開示とした

ことは妥当である。 

   ウ 別表の番号３に掲げる不開示部分には、国際機関の職員の氏名が記
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載されていると認められる。 

当該部分は、法５条１号本文前段の個人に関する情報であって、特

定の個人を識別することができるものに該当し、同号ただし書イな

いしハに該当する事情も認められない。 

     さらに、当該部分は、個人識別部分に該当すると認められることか

ら、法６条２項による部分開示の余地はなく、法５条１号に該当し、

不開示としたことは妥当である。 

 （２）法５条３号該当性について 

ア 別表の番号４に掲げる不開示部分には、自衛隊が実施した国際平和

協力活動の内容に関する情報が記載されていることが認められる。 

当該部分（別紙の３に掲げる部分を除く。）は、これを公にするこ

とにより、他国又は国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがあ

ると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められ

るので、法５条３号に該当し、不開示としたことは妥当である。 

しかしながら、別紙の３に掲げる部分については、原処分において

開示されている部分から容易に推測できる内容であり、これを公に

したとしても、他国又は国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ

があるとは認められないことから、当該部分は、法５条３号に該当

せず、開示すべきである。 

   イ 別表の番号５ないし番号８に掲げる不開示部分には、自衛隊の運用

に関する情報が記載されていることが認められる。 

当該部分は、これを公にすることにより、自衛隊の能力、態勢及び

運用要領が推察され、悪意を有する相手方をして、妨害行為や対抗

措置を講ずることを容易ならしめるなど、防衛省・自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせ、ひいては国の安全が害されるおそ

れがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認

められるので、法５条３号に該当し、同条５号について判断するま

でもなく、不開示としたことは妥当である。 

   ウ 別表の番号９に掲げる不開示部分には、南スーダンにおける自衛隊

施設の配置に関する情報が記載されていると認められる。 

当該部分は、これを公にした場合、他の情報と照合することにより、

当該施設の位置及び機能が推察され、自衛隊の活動を阻害しようと

する相手方をして対抗措置を講ずることを可能ならしめるなど、自

衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ、ひいては我が国の安

全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当

の理由があると認められるので、法５条３号に該当し、不開示とし

たことは妥当である。 

   エ 別表の番号１０に掲げる不開示部分には、自衛隊の組織及び編成に
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関する情報が記載されていると認められる。 

当該部分は、これを公にすることにより、自衛隊の態勢が推察され、

自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を及ぼし、ひいては我が国の安

全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当

の理由があると認められるので、法５条３号に該当し、不開示とし

たことは妥当である。 

   オ 別表の番号１１に掲げる文書は、国家安全保障会議における席上回

収資料であると認められる。 

当該文書は、当該国家安全保障会議の議事内容と密接に関連した資

料と認められるので、同議事内容とあいまって、これを公にするこ

とにより、我が国の安全保障上の関心事項等が推察され、国の安全

が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の

理由があると認められるので、その全体が法５条３号に該当し、同

条５号について判断するまでもなく、その全部を不開示としたこと

は妥当である。 

４ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は、当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

５ 付言 

   本件は、審査請求から諮問までに約５年１０か月（原処分１）が経過し

ており、諮問庁の説明を考慮しても、「簡易迅速な手続」による処理とは

いい難く、また、審査請求の趣旨及び理由に照らしても、諮問を行うまで

に長期間を要するものとは考え難い。 

諮問庁においては、今後、開示決定等に係る審査請求事件における処理

に当たって、迅速かつ的確な対応が望まれる。 

６ 本件各一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから、本件請求文書の開示請求に対し、本件対象文書を特定

し、その一部を法５条１号、３号及び５号に該当するとして不開示とした

各決定については、防衛省において、本件対象文書の外に開示請求の対象

として特定すべき文書を保有しているとは認められないので、本件対象文

書を特定したことは妥当であり、不開示とされた部分のうち、別紙の３に

掲げる部分を除く部分は、同条１号及び３号に該当すると認められるので、

同条５号について判断するまでもなく、不開示としたことは妥当であるが、

別紙の３に掲げる部分については、同条３号に該当せず、開示すべきであ

ると判断した。 

（第２部会） 

委員 武藤京子、委員 佐藤郁美、委員 寺田麻佑  
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別紙 

 

１（本件請求文書） 

稲田防衛大臣が適宜適切に受けているとされる「報告」（「衆議院議員逢坂

誠二君提出稲田防衛大臣の法的な意味における戦闘行為との答弁に関する質問

に対する答弁書」３頁）に該当するもの全て。＊電磁的記録が存在する場合、

その履歴情報も含む。 

 

２（本件対象文書） 

文書１ 南スーダンにおける自衛隊の活動 平成２８年８月 統合幕僚監部 

文書２ 防衛大臣に対する業務説明（平成２８年８月９日） 

文書３ 防衛大臣状況報告（２８．８．１５） 

文書４ 「駆け付け警護」について（平成２８年９月） 

文書５ 南スーダン情勢及びＵＮＭＩＳＳにおける自衛隊の活動について

（平成２８年９月１２日） 

文書６ 防衛大臣現地状況報告（２８．１０．８） 

文書７ 国家安全保障会議（平成２８年１０月１４日）席上回収資料 

文書８ 南スーダン、首都ジュバで発生した衝突について（２８．１０．２

８） 

文書９ ジュバ～マンガラ間の主要幹線道路補修について（２８．１２．

１） 

文書１０ 南スーダン派遣施設隊長とのテレビ電話会談 議事概要（２８．

１２．１５） 

文書１１ バングラデシュ工兵部隊施設器材輸送支援について 

文書１２ ジュバ～コダ間の道路補修の実施について（２９．２．８） 

文書１３ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２０） 

文書１４ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２０）別紙 

文書１５ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２１） 

文書１６ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２１）別紙 

文書１７ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２３） 

文書１８ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２３）別紙 

文書１９ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２４） 

文書２０ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２４）別紙 

文書２１ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２５） 

文書２２ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２５）別紙第１及び別紙第 

     ２ 

文書２３ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２６） 

文書２４ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２６）別紙第１ 
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文書２５ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２６）別紙第２ 

文書２６ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２７） 

文書２７ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２７）別紙第１及び別紙第 

    ２ 

文書２８ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２７）南スーダン主要部族

の分布等 

文書２９ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２８） 

文書３０ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２８）別紙第１ 

文書３１ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０２８）別紙第２ 

文書３２ 運用報告（２８．１０．２８） 

文書３３ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０３１） 

文書３４ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０３１）別紙第１ 

文書３５ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１０３１）別紙第２ 

文書３６ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１０１） 

文書３７ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１０１）別紙 

文書３８ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１０２） 

文書３９ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１０２）別紙 

文書４０ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１０４） 

文書４１ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１０４）別紙第１ 

文書４２ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１０４）別紙第２ 

文書４３ ケニア軍撤退等に係る影響について（２８．１１．４） 

文書４４ ＵＮＭＩＳＳからのケニア軍撤退が及ぼす影響 

文書４５ 別紙「部隊配置状況（２８．１１．１）」 

文書４６ 運用報告（２８．１１．４） 

文書４７ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１０７） 

文書４８ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１０７）別紙 

文書４９ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１０８） 

文書５０ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１０８）別紙 

文書５１ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１０９） 

文書５２ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１０９）別紙 

文書５３ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１０） 

文書５４ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１０）別紙第１ 

文書５５ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１０）別紙第２ 

文書５６ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１１） 

文書５７ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１１）別紙 

文書５８ 運用報告（２８．１１．１１） 

文書５９ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１４） 

文書６０ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１４）別紙 
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文書６１ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１５） 

文書６２ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１５）別紙 

文書６３ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１６） 

文書６４ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１６）別紙 

文書６５ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１７） 

文書６６ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１７）別紙第１ 

文書６７ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１７）別紙第２ 

文書６８ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１８） 

文書６９ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１８）別紙 

文書７０ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１９） 

文書７１ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１１９）別紙 

文書７２ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２０） 

文書７３ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２０）別紙 

文書７４ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２１） 

文書７５ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２１）別紙 

文書７６ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２２） 

文書７７ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２２）別紙 

文書７８ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２４） 

文書７９ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２４）別紙第１ 

文書８０ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２４）別紙第２ 

文書８１ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２５） 

文書８２ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２５）別紙 

文書８３ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２８） 

文書８４ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２８）別紙第１ 

文書８５ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２８）別紙第２ 

文書８６ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２９） 

文書８７ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２９）別紙第１ 

文書８８ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１２９）別紙第２ 

文書８９ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１３０） 

文書９０ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１３０）別紙第１ 

文書９１ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１１３０）別紙第２ 

文書９２ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０１） 

文書９３ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０１）別紙 

文書９４ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０２） 

文書９５ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０２）別紙 

文書９６ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０５） 

文書９７ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０５）別紙 

文書９８ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０６） 
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文書９９ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０６）別紙 

文書１００ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０７） 

文書１０１ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０７）別紙 

文書１０２ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０８） 

文書１０３ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０８）別紙第１ 

文書１０４ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０８）別紙第２ 

文書１０５ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０８）別紙第３ 

文書１０６ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０９） 

文書１０７ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０９）別紙第１ 

文書１０８ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２０９）別紙第２ 

文書１０９ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２１２） 

文書１１０ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２１２）別紙第１ 

文書１１１ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２１２）別紙第２ 

文書１１２ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２１３） 

文書１１３ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２１３）別紙第１及び別紙

第２ 

文書１１４ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２１４） 

文書１１５ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２１４）別紙第１ 

文書１１６ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２１４）別紙第２ 

文書１１７ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２１５） 

文書１１８ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２１５）別紙第１及び別紙

第２ 

文書１１９ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２１６） 

文書１２０ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２１６）別紙第１ 

文書１２１ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２１６）別紙第２ 

文書１２２ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２１９） 

文書１２３ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２１９）別紙第１ 

文書１２４ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２１９）別紙第２ 

文書１２５ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２０） 

文書１２６ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２０）別紙第１ 

文書１２７ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２０）別紙第２ 

文書１２８ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２１） 

文書１２９ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２１）別紙第１ 

文書１３０ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２１）別紙第２ 

文書１３１ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２２） 

文書１３２ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２２）別紙第１ 

文書１３３ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２２）別紙第２ 

文書１３４ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２２）別紙第３ 
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文書１３５ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２６） 

文書１３６ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２６）別紙第１－１ 

文書１３７ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２６）別紙第１－２ 

文書１３８ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２６）別紙第２ 

文書１３９ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２７） 

文書１４０ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２８） 

文書１４１ 海外派遣部隊の活動状況等（２８１２２８）別紙 

文書１４２ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１０４） 

文書１４３ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１０４）別紙第１－１ 

文書１４４ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１０４）別紙第１－２ 

文書１４５ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１０４）別紙第２ 

文書１４６ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１０５） 

文書１４７ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１０５）別紙第１ 

文書１４８ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１０５）別紙第２ 

文書１４９ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１０６） 

文書１５０ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１０６）別紙第１ 

文書１５１ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１０６）別紙第２ 

文書１５２ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１０） 

文書１５３ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１０）別紙 

文書１５４ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１１） 

文書１５５ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１１）別紙第１ 

文書１５６ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１１）別紙第２ 

文書１５７ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１２） 

文書１５８ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１２）別紙 

文書１５９ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１３） 

文書１６０ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１３）別紙第１ 

文書１６１ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１３）別紙第２ 

文書１６２ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１６） 

文書１６３ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１６）別紙第１ 

文書１６４ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１６）別紙第２ 

文書１６５ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１６）参考資料 

文書１６６ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１７） 

文書１６７ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１７）別紙第１ 

文書１６８ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１７）別紙第２ 

文書１６９ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１７）参考資料 

文書１７０ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１８） 

文書１７１ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１８）別紙第１ 

文書１７２ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１８）別紙第２ 



 12 

文書１７３ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１８）参考資料 

文書１７４ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１８）追加資料 

文書１７５ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１９） 

文書１７６ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１９）別紙 

文書１７７ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１１９）参考資料 

文書１７８ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１２０） 

文書１７９ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１２０）別紙 

文書１８０ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１２３） 

文書１８１ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１２３）別紙第１ 

文書１８２ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１２３）別紙第２ 

文書１８３ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１２４） 

文書１８４ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１２４）別紙 

文書１８５ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１２５） 

文書１８６ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１２５）別紙 

文書１８７ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１２６） 

文書１８８ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１２６）別紙第１ 

文書１８９ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１２６）別紙第２ 

文書１９０ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１２７） 

文書１９１ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１２７）別紙第１ 

文書１９２ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１２７）別紙第２ 

文書１９３ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１３０） 

文書１９４ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１３０）別紙 

文書１９５ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１３１） 

文書１９６ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１３１）別紙第１ 

文書１９７ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１３１）別紙第２ 

文書１９８ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０１３１）別紙第３ 

文書１９９ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０１） 

文書２００ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０１）別紙第１ 

文書２０１ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０１）別紙第２ 

文書２０２ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０２） 

文書２０３ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０２）別紙 

文書２０４ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０３） 

文書２０５ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０３）別紙第１ 

文書２０６ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０３）別紙第２ 

文書２０７ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０６） 

文書２０８ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０６）別紙第１ 

文書２０９ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０６）別紙第２ 

文書２１０ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０６）別紙第３ 
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文書２１１ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０７） 

文書２１２ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０７）別紙 

文書２１３ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０８） 

文書２１４ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０８）別紙第１ 

文書２１５ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０８）別紙第２ 

文書２１６ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０９） 

文書２１７ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０９）別紙第１ 

文書２１８ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２０９）別紙第２ 

文書２１９ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１０） 

文書２２０ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１０）別紙第１ 

文書２２１ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１０）別紙第２ 

文書２２２ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１０）参考資料 

文書２２３ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１３） 

文書２２４ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１３）別紙第１ 

文書２２５ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１３）別紙第２ 

文書２２６ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１３）参考資料 

文書２２７ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１４） 

文書２２８ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１４）別紙 

文書２２９ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１５） 

文書２３０ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１５）別紙 

文書２３１ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１６） 

文書２３２ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１６）別紙第１ 

文書２３３ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１６）別紙第２ 

文書２３４ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１７） 

文書２３５ 海外派遣部隊の活動状況等（２９０２１７）別紙 

 

３ 開示すべき部分 

文書１の４ページの「施設隊の状況」の３行目及び同ページ右下の写真及

び説明文 
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別表（原処分において不開示とした部分及び理由） 

番号 文書 不開示とした部分 不開示とした理由 

１ 文書２ ２９ページの一部 個人に関する情報であ

り、これを公にするこ

とにより、特定の個人

を識別することができ

るようになり、個人の

権利利益を害するおそ

れがあることから、法

５条１号に該当するた

め不開示とした。 

文書３ １２ページの一部 

文書５ ６ページの一部 

文書６ １４ページ、３０ページ、３

１ページ、３４ページ及び４

３ページのそれぞれ一部（顔

写真のみ。） 

文書９ ２枚目の一部（顔写真の

み。） 

文書１７２ １枚目の一部（顔写真の

み。） 

文書１７４ ３枚目の一部（顔写真の

み。） 

文書１９８ １枚目の一部（下段の顔写真

のみ。） 

文書２１０ １枚目の一部 

文書２２２ １枚目の一部 

文書２２６ １枚目の一部 

２ 文書１６６ ２枚目の一部（「（３）特記

事項等」の部分のみ。） 

個人に関する情報であ

り、これを公にするこ

とにより、特定の個人

を識別することができ

るようになり、個人の

権利利益を害するおそ

れがあることから、法

５条１号に該当するた

め不開示とした。 

文書１７０ ２枚目の一部（「（３）特記

事項等」の部分のみ。） 

文書１７５ ２枚目の一部 

文書１７８ ２枚目の一部 

文書１８０ ２枚目の一部（「（３）特記

事項等」の１行目のみ。） 

文書１８３ ２枚目の一部（「（３）特記

事項等」の１行目のみ。） 

文書１８５ ２枚目の一部（「（３）特記

事項等」の４行目のみ。） 

文書１８７ ２枚目の一部（「（３）特記

事項等」の３行目のみ。） 

文書１９０ ２枚目の一部（「（３）特記

事項等」の部分のみ。） 

文書１９３ ２枚目の一部（「（３）特記
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事項等」の部分のみ。） 

文書１９５ ３枚目の一部（「（３）特記

事項等」の部分のみ。） 

文書１９９ ２枚目の一部（「（３）特記

事項等」の部分のみ。） 

文書２０２ ２枚目の一部（「（３）特記

事項等」の部分のみ。） 

３ 文書２１３ ２枚目の一部（「（３）特記

事項等」の部分のみ。） 

個人に関する情報であ

り、これを公にするこ

とにより、特定の個人

を識別することができ

るようになり、個人の

権利利益を害するおそ

れがあることから、法

５条１号に該当するた

め不開示とした。 

文書２１６ ２枚目の一部（「（３）特記

事項等」の部分のみ。） 

４ 文書１ ４ページないし６ページのそ

れぞれ一部 

他国又は国際機関に関

する情報であり、これ

を公にすることによ

り、他国又は国際機関

との信頼関係が損なわ

れ、ひいては我が国の

安全を害するおそれが

あることから、法５条

３号に該当するため不

開示とした。 

文書８ １枚目の一部 

文書１０ ３ ペ ー ジ （ １ ４ 行 目 の

み。）、４ページ及び５ペー

ジのそれぞれ一部 

文書２ ８ページ及び４２ページのそ

れぞれ一部 

他国又は国際機関に関

する情報であり、これ

を公にすることによ

り、他国又は国際機関

との信頼関係が損なわ

れるおそれがあること

から、法５条３号に該

当するため不開示とし

た。 

文書３ ８ページ（「コレラ発生件

数」の部分のみ。）、１０ペ

ージ及び１２ページのそれぞ

れ一部 

文書５ ３ページ、４ページ及び９ペ

ージのそれぞれ一部 

文書６ ８ページ、１０ページ、１３

ページ、１４ページ（顔写真

を除く。）、１６ページ、１
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７ページ、１９ページ、２０

ページ、２３ページないし２

６ページ、２９ページ及び３

４ページ（顔写真を除く。）

のそれぞれ一部 

文書９ １枚目、２枚目（顔写真を除

く。）、５枚目及び６枚目の

それぞれ一部 

文書１１ １枚目（「治安情勢等」の部

分のみ。）、２枚目及び３枚

目のそれぞれ一部 

文書１２ １枚目（「派遣施設隊の対

応」の部分を除く。）、２枚

目ないし４枚目及び６枚目の

それぞれ一部 

文書１３ １枚目の一部 

文書１４ １枚目の一部 

文書１５ １枚目及び２枚目のそれぞれ

一部 

文書１６ １枚目の一部 

文書１７ １枚目及び２枚目のそれぞれ

一部 

文書１８ １枚目の一部 

文書１９ １枚目及び２枚目のそれぞれ

一部 

文書２０ １枚目の一部 

文書２１ １枚目及び２枚目のそれぞれ

一部 

文書２２ １枚目及び２枚目のそれぞれ

一部 

文書２３ １枚目の一部（「（３）特記

事項」の部分を除く。） 

文書２４ １枚目の一部 

文書２５ １枚目の一部 

文書２６ １枚目の一部 

文書２７ １枚目及び２枚目のそれぞれ

一部 
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文書２８ ２枚目の一部 

文書２９ １枚目及び２枚目（「（３）

特記事項」の部分を除く。）

のそれぞれ一部 

文書３０ １枚目の一部 

文書３１ １枚目の一部 

文書３２ １枚目ないし４枚目のそれぞ

れ一部 

文書３３ １枚目及び２枚目（「（３）

特記事項」の部分を除く。）

のそれぞれ一部 

文書３４ １枚目の一部 

文書３５ １枚目の一部 

文書３６ １枚目及び２枚目それぞれの

一部 

文書３７ １枚目の一部 

文書３８ １枚目及び２枚目のそれぞれ

一部 

文書３９ １枚目の一部 

文書４０ １枚目及び２枚目（「（３）

特記事項」の部分を除く。）

のそれぞれ一部 

文書４１ １枚目の一部 

文書４２ １枚目の一部 

文書４３ １枚目及び２枚目のそれぞれ

一部 

文書４４ １ページの一部（「注意」標

記直下の不開示部分を除

く。） 

文書４５ １枚目の一部 

文書４６ ２枚目ないし５枚目及び９枚

目のそれぞれ一部 

文書４７ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の部分を除

く。）のそれぞれ一部 

文書４８ １枚目の一部 

文書４９ １枚目及び２枚目（「（２）



 18 

活動状況等」の部分を除

く。）のそれぞれ一部 

文書５０ １枚目の一部 

文書５１ １枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分を除く。） 

文書５２ １枚目の一部 

文書５３ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の部分を除

く。）のそれぞれ一部 

文書５４ １枚目の一部 

文書５５ １枚目の一部 

文書５６ １枚目及び２枚目のそれぞれ

一部 

文書５７ １枚目の一部 

文書５８ ２枚目ないし６枚目のそれぞ

れ一部 

文書５９ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の部分を除

く。）のそれぞれ一部 

文書６０ １枚目の一部 

文書６１ １枚目の一部 

文書６２ １枚目の一部 

文書６３ １枚目の一部 

文書６４ １枚目の一部 

文書６５ １枚目の一部 

文書６６ １枚目の一部 

文書６８ １枚目の一部 

文書６９ １枚目の一部 

文書７０ １枚目の一部 

文書７１ １枚目の一部 

文書７２ １枚目の一部 

文書７３ １枚目の一部 

文書７４ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の部分を除

く。）のそれぞれ一部 

文書７５ １枚目の一部 

文書７６ １枚目及び２枚目（「（２）
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活動状況等」の部分を除

く。）のそれぞれ一部 

文書７７ １枚目の一部 

文書７８ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」及び「（３）特

記事項」の部分を除く。）の

それぞれ一部 

文書７９ １枚目の一部 

文書８０ １枚目の一部 

文書８１ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」及び「３ ＵＮ

ＭＩＳＳ武器等空輸」の部分

を除く。）のそれぞれ一部 

文書８２ １枚目の一部 

文書８３ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」及び「３ ＵＮ

ＭＩＳＳ武器等空輸（Ｃ－１

３０Ｈ×２」の部分を除

く。）のそれぞれ一部 

文書８５ １枚目の一部 

文書８６ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」及び「３ ＵＮ

ＭＩＳＳ武器等空輸（Ｃ－１

３０Ｈ×２」の部分を除

く。）のそれぞれ一部 

文書８７ １枚目の一部 

文書８８ １枚目の一部 

文書８９ １枚目及び２枚目（下から１

行目のみ。）のそれぞれ一部 

文書９０ １枚目の一部 

文書９１ １枚目の一部 

文書９２ １枚目の一部 

文書９３ １枚目の一部 

文書９４ １枚目の一部 

文書９５ １枚目の一部 

文書９６ １枚目及び２枚目（下から４

行目のみ。）のそれぞれ一部 
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文書９７ １枚目の一部 

文書９８ １枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分を除く。） 

文書９９ １枚目の一部 

文書１００ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」及び「（３）特

記事項」の部分を除く。）の

それぞれ一部 

文書１０１ １枚目の一部 

文書１０２ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」及び「（３）特

記事項」の部分を除く。）の

それぞれ一部 

文書１０５ １枚目の一部 

文書１０６ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」及び「（３）特

記事項」の部分を除く。）の

それぞれ一部 

文書１０７ １枚目の一部 

文書１０８ １枚目の一部 

文書１０９ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」及び「（３）特

記事項」の部分を除く。）の

それぞれ一部 

文書１１０ １枚目の一部 

文書１１１ １枚目の一部 

文書１１２ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」及び「（３）特

記事項」の部分を除く。）の

それぞれ一部 

文書１１３ １枚目及び２枚目のそれぞれ

一部 

文書１１４ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」ないし「（４）

特記事項」の部分を除く。）

のそれぞれ一部 

文書１１５ １枚目の一部 
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文書１１６ １枚目の一部 

文書１１７ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の９行目及び

「（４）特記事項」の３行

目、５行目及び６行目を除

く。）のそれぞれ一部 

文書１１８ １枚目及び２枚目のそれぞれ

一部 

文書１１９ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」及び「（４）特

記事項」の部分を除く。）の

それぞれ一部 

文書１２０ １枚目の一部 

文書１２１ １枚目の一部 

文書１２２ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の１０行目を除

く。）のそれぞれ一部 

文書１２３ １枚目の一部 

文書１２４ １枚目の一部 

文書１２５ １枚目、２枚目及び３枚目

（８行目を除く。）のそれぞ

れ一部 

文書１２６ １枚目の一部 

文書１２７ １枚目の一部 

文書１２８ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の部分を除

く。）のそれぞれ一部 

文書１２９ １枚目の一部 

文書１３０ １枚目の一部 

文書１３１ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の部分を除

く。）のそれぞれ一部 

文書１３２ １枚目の一部 

文書１３３ １枚目の一部 

文書１３４ １枚目の一部 

文書１３５ １枚目ないし３枚目及び４枚

目（１行目及び１３行目の
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み。）のそれぞれ一部 

文書１３６ １枚目の一部 

文書１３７ １枚目の一部 

文書１３８ １枚目の一部 

文書１３９ １枚目（下から４行目を除

く。）及び２枚目のそれぞれ

一部 

文書１４０ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の部分を除

く。）のそれぞれ一部 

文書１４１ １枚目の一部 

文書１４２ １枚目、２枚目及び３枚目

（「（２）活動状況等」の部

分を除く。）のそれぞれ一部 

文書１４３ １枚目の一部 

文書１４４ １枚目の一部 

文書１４５ １枚目の一部 

文書１４６ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の部分を除

く。）のそれぞれ一部 

文書１４７ １枚目の一部 

文書１４８ １枚目の一部 

文書１４９ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の部分を除

く。）のそれぞれ一部 

文書１５０ １枚目の一部 

文書１５１ １枚目の一部 

文書１５２ １枚目、２枚目及び３枚目

（「（２）活動状況等」及び

「（３）特記事項」の部分を

除く。）のそれぞれ一部 

文書１５３ １枚目の一部 

文書１５４ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の部分を除

く。）のそれぞれ一部 

文書１５５ １枚目の一部 

文書１５６ １枚目の一部 
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文書１５７ １枚目（「（２）活動状況

等」の部分を除く。）及び２

枚目のそれぞれ一部 

文書１５８ １枚目の一部 

文書１５９ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の１０行目を除

く。）のそれぞれ一部 

文書１６０ １枚目の一部 

文書１６１ １枚目の一部 

文書１６２ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の１２行目を除

く。）のそれぞれ一部 

文書１６３ １枚目の一部 

文書１６４ １枚目の一部 

文書１６６ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の１０行目及び

「（３）特記事項等」の部分

を除く。）のそれぞれ一部 

文書１６７ １枚目の一部 

文書１６８ １枚目の一部 

文書１７０ １枚目の一部 

文書１７１ １枚目の一部 

文書１７２ １枚目の一部（顔写真を除

く。） 

文書１７４ １枚目、２枚目及び３枚目

（顔写真を除く。）のそれぞ

れ一部 

文書１７５ １枚目（「（２）活動状況

等」の９行目を除く。）の一

部 

文書１７６ １枚目の一部 

文書１７８ １枚目（「（２）活動状況

等」の８行目を除く。）の一

部 

文書１７９ １枚目の一部 

文書１８０ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等の９行目及び「（３）
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特記事項等」の部分を除

く。） 

文書１８１ １枚目の一部 

文書１８２ １枚目の一部 

文書１８３ １枚目の一部 

文書１８４ １枚目の一部 

文書１８５ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の１７行目の

み。）のそれぞれ一部 

文書１８６ １枚目の一部 

文書１８７ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の７行目の

み。）のそれぞれ一部 

文書１８８ １枚目の一部 

文書１８９ １枚目の一部 

文書１９０ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の６行目の

み。）のそれぞれ一部 

文書１９１ １枚目の一部 

文書１９２ １枚目の一部 

文書１９３ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の８行目及び

「（３）特記事項等」の部分

を除く。）のそれぞれ一部 

文書１９４ １枚目の一部 

文書１９５ １枚目、２枚目及び３枚目

（９行目のみ。）のそれぞれ

一部 

文書１９６ １枚目の一部 

文書１９７ １枚目の一部 

文書１９９ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の９行目及び

「（３）特記事項等」の部分

を除く。）のそれぞれ一部 

文書２００ １枚目の一部 

文書２０１ １枚目の一部 

文書２０２ １枚目及び２枚目（９行目の
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み。）のそれぞれ一部 

文書２０３ １枚目の一部 

文書２０４ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の９行目を除

く。）のそれぞれ一部 

文書２０５ １枚目の一部 

文書２０６ １枚目の一部 

文書２０７ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の９行目を除

く。）のそれぞれ一部 

文書２０８ １枚目の一部 

文書２０９ １枚目の一部 

文書２１１ １枚目（下から１行目を除

く。）及び２枚目のそれぞれ

一部 

文書２１２ １枚目の一部 

文書２１３ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の９行目及び

「（３）特記事項等」の部分

を除く。）のそれぞれ一部 

文書２１４ １枚目の一部 

文書２１５ １枚目の一部 

文書２１６ １枚目及び２枚目（５行目及

び「（３）特記事項等」の部

分を除く。）のそれぞれ一部 

文書２１７ １枚目の一部 

文書２１８ １枚目の一部 

文書２１９ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の９行目を除

く。）のそれぞれ一部 

文書２２０ １枚目の一部 

文書２２１ １枚目の一部 

文書２２３ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の９行目を除

く。）のそれぞれ一部 

文書２２４ １枚目の一部 

文書２２５ １枚目の一部 
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文書２２７ １枚目及び２枚目のそれぞれ

一部 

文書２２８ １枚目の一部 

文書２２９ １枚目の一部 

文書２３０ １枚目の一部 

文書２３１ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の部分を除

く。）のそれぞれ一部 

文書２３２ １枚目の一部 

文書２３３ １枚目の一部 

文書２３４ １枚目及び２枚目（「（２）

活動状況等」の部分を除

く。）のそれぞれ一部 

文書２３５ １枚目の一部 

文書１ ４ページの一部 政府部内の検討状況に

係る情報であり、これ

を公にすることにより

意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれ

があることから、法５

条５号に該当するため

不開示とした。 

文書２ １２ページ、１４ページ及び

１８ページのそれぞれ一部 

自衛隊の運用に関する

情報であり、これを公

にすることにより、自

衛隊の能力、警備態勢

及び運用要領が推察さ

れ、自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障を及

ぼし、ひいては我が国

の安全を害するおそれ

があること、また、他

国又は国際機関に関す

る情報であり、これを

公にすることにより、

他国又は国際機関との

信頼関係が損なわれる
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おそれがあることか

ら、法５条３号に該当

するとともに、国の機

関の内部における審

議、検討又は協議に係

る情報であり、これを

公にすることにより、

不当に国民の間に混乱

を生じさせるおそれ又

は率直な意見の交換若

しくは意思決定の中立

性が不当に損なわれる

おそれがあることか

ら、同条５号に該当す

るため不開示とした。 

５ 文書２ ２６ページ、３２ページ、３

４ページ、３６ページ及び３

８ページのそれぞれ一部 

自衛隊の運用に関する

情報であり、これを公

にすることにより、自

衛隊の能力、警備態勢

及び運用要領が推察さ

れ、自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障を及

ぼし、ひいては我が国

の安全を害するおそれ

があることから、法５

条３号に該当するため

不開示とした。 

文書３ ８ページ（「コレラ発生件

数」の部分を除く。）の一部 

文書４ ２ページないし６ページのそ

れぞれ一部 

文書６ １８ページ、２８ページ、３

８ページ、４６ページ及び４

８ページのそれぞれ一部 

文書９ ４枚目の一部 

文書１０ ３ページの一部（１４行目を

除く。） 

文書１１ １枚目の一部（「治安情勢

等」の部分を除く。） 

文書１２ １枚目の一部（「派遣施設隊

の対応」の部分のみ。） 

文書２３ １枚目の一部（「（３）特記

事項」の部分のみ。） 

文書２６ ２枚目の一部 

文書２９ ２枚目の一部（「（３）特記

事項」の部分のみ。） 
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文書３２ ６枚目の一部 

文書３３ ２枚目の一部（「（３）特記

事項」の部分のみ。） 

文書４０ ２枚目の一部（「（３）特記

事項」の部分のみ。） 

文書４４ １ページの一部（「注意」標

記直下の不開示部分のみ。） 

文書４６ １枚目及び７枚目のそれぞれ

一部 

文書４７ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分のみ。） 

文書４９ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分のみ。） 

文書５１ １枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分のみ。） 

文書５３ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分のみ。） 

文書５８ １枚目の一部 

文書５９ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分のみ。） 

文書６１ ２枚目の一部 

文書６３ ２枚目の一部 

文書６５ ２枚目の一部 

文書６７ １枚目の一部 

文書６８ ２枚目の一部 

文書７０ ２枚目の一部 

文書７４ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分のみ。） 

文書７６ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分のみ。） 

文書７８ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」及び「（３）特記事

項」の部分のみ。） 

文書８１ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」及び「３ ＵＮＭＩ

ＳＳ武器等空輸」の部分の

み。） 
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文書８３ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」及び「「３ ＵＮＭ

ＩＳＳ武器等空輸（Ｃ－１３

０Ｈ×２」の部分のみ。） 

文書８６ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」及び「「３ ＵＮＭ

ＩＳＳ武器等空輸（Ｃ－１３

０Ｈ×２」の部分のみ。） 

文書８９ ２枚目の一部（下から１行目

を除く。） 

文書９２ ２枚目の一部 

文書９４ ２枚目の一部 

文書９６ ２枚目の一部（下から４行目

を除く。） 

文書９８ １枚目（「（２）活動状況

等」の部分のみ。）及び２枚

目のそれぞれ一部 

文書１００ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」及び「（３）特記事

項」の部分のみ。） 

文書１０２ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」及び「（３）特記事

項」の部分のみ。） 

文書１０６ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」及び「（３）特記事

項」の部分のみ。） 

文書１０９ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」及び「（３）特記事

項」の部分のみ。） 

文書１１２ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」及び「（３）特記事

項」の部分のみ。） 

文書１１４ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」ないし「（４）特記

事項」の部分のみ。） 

文書１１７ ２枚目の一部（「（２）活動

状 況 等 」 の ９ 行 目 及 び
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「（４）特記事項」の３行

目、５行目及び６行目の

み。） 

文書１１９ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」及び「（４）特記事

項」の部分のみ。） 

文書１２２ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の１０行目のみ。） 

文書１２５ ３枚目の一部（８行目の

み。） 

文書１２８ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分のみ。） 

文書１３１ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分のみ。） 

文書１３５ ４枚目の一部（１行目及び１

３行目を除く。） 

文書１３９ １枚目の一部（下から４行目

のみ。） 

文書１４０ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分のみ。） 

文書１４２ ３枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分のみ。） 

文書１４６ ２枚目（「（２）活動状況

等」の部分のみ。）及び３枚

目のそれぞれ一部 

文書１４９ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分のみ。） 

文書１５２ ２枚目及び３枚目（「（２）

活動状況等」及び「（３）特

記事項」の部分のみ。）のそ

れぞれ一部 

文書１５４ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分のみ。） 

文書１５７ １枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分のみ。） 

文書１５９ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の１０行目のみ。） 
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文書１６２ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の１２行目のみ。） 

文書１６６ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の１０行目のみ。） 

文書１７０ ２枚目の一部（「（３）特記

事項等」の部分を除く。） 

文書１７５ １枚目の一部（「（２）活動

状況等」の９行目のみ。） 

文書１７８ １枚目の一部（「（２）活動

状況等」の８行目のみ。） 

文書１８０ ２枚目の一部（「（２）活動

状 況 等 」 の ９ 行 目 及 び

「（３）特記事項等」の１行

目を除く。） 

文書１８３ ２枚目の一部（「（３）特記

事項等」の１行目を除く。） 

文書１８５ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の１７行目及び

「（３）特記事項等」の４行

目を除く。） 

文書１８７ ２枚目の一部（「（２）活動

状 況 等 」 の ７ 行 目 及 び

「（３）特記事項等」の３行

目を除く。） 

文書１９０ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の９行目のみ。） 

文書１９３ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の８行目のみ。） 

文書１９５ ３枚目の一部（「（２）活動

状況等の１行目のみ。」 

文書１９８ １枚目の一部（下段の顔写真

を除く。） 

文書１９９ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の９行目のみ。） 

文書２０２ ２枚目の一部（９行目及び

「（３）特記事項等」の部分

を除く。） 
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文書２０４ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の９行目のみ。） 

文書２０７ ２枚目（「（２）活動状況

等」の９行目のみ。）及び３

枚目のそれぞれ一部 

文書２１１ １枚目の一部（下から１行目

のみ。） 

文書２１３ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の９行目のみ。） 

文書２１６ ２枚目の一部（５行目の

み。） 

文書２１９ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の９行目のみ。） 

文書２２３ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の９行目のみ。） 

文書２２９ ２枚目の一部 

文書２３１ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分のみ。） 

文書２３４ ２枚目の一部（「（２）活動

状況等」の部分のみ。） 

文書４ ４ページの一部 他国又は国際機関に関

する情報であり、これ

を公にすることによ

り、他国又は国際機関

との信頼関係が損なわ

れるおそれがあること

から、法５条３号に該

当するため不開示とし

た。 

文書５ ２ページの一部 自衛隊の運用に関する

情報であり、これを公

にすることにより、自

衛隊の能力、警備態勢

及び運用要領が推察さ

れ、自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障を及

ぼし、ひいては我が国
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の安全を害するおそれ

があること、また、他

国又は国際機関に関す

る情報であり、これを

公にすることにより、

他国又は国際機関との

信頼関係が損なわれる

おそれがあることか

ら、法５条３号に該当

するとともに、国の機

関の内部における審

議、検討又は協議に係

る情報であり、これを

公にすることにより、

不当に国民の間に混乱

を生じさせるおそれ又

は率直な意見の交換若

しくは意思決定の中立

性が不当に損なわれる

おそれがあることか

ら、同条５号に該当す

るため不開示とした。 

文書６ ４８ページの一部 個人に関する情報であ

り、これを公にするこ

とにより、特定の個人

を識別することができ

るようになり、個人の

権利利益を害するおそ

れがあることから、法

５条１号に該当するた

め不開示とした。 

文書９ ４枚目の一部 

 

他国又は国際機関に関

する情報であり、これ

を公にすることによ

り、他国又は国際機関

との信頼関係が損なわ

れるおそれがあること
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から、法５条３号に該

当するため不開示とし

た。 

６ 文書２ １６ページの一部 自衛隊の運用に関する

情報であり、これを公

にすることにより、自

衛隊の能力、警備態勢

及び運用要領が推察さ

れ、自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障を及

ぼし、ひいては我が国

の安全を害するおそれ

があること、また、他

国又は国際機関に関す

る情報であり、これを

公にすることにより、

他国又は国際機関との

信頼関係が損なわれる

おそれがあることか

ら、法５条３号に該当

するとともに、国の機

関の内部における審

議、検討又は協議に係

る情報であり、これを

公にすることにより、

不当に国民の間に混乱

を生じさせるおそれ又

は率直な意見の交換若

しくは意思決定の中立

性が不当に損なわれる

おそれがあることか

ら、同条５号に該当す

るため不開示とした。 

７ 文書２ ４０ページ及び４１ページの

それぞれ一部 

自衛隊の運用に関する

情報であり、これを公

にすることにより、自

衛隊の能力、警備態勢
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及び運用要領が推察さ

れ、自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障を及

ぼし、ひいては我が国

の安全を害するおそれ

があること、また、他

国又は国際機関に関す

る情報であり、これを

公にすることにより、

他国又は国際機関との

信頼関係が損なわれる

おそれがあることか

ら、法５条３号に該当

するため不開示とし

た。 

８ 文書３２ ５枚目の一部 自衛隊の運用に関する

情報であり、これを公

にすることにより、自

衛隊の能力、警備態勢

及び運用要領が推察さ

れ、自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障を及

ぼし、ひいては我が国

の安全を害するおそれ

があるとともに、国の

機関の内部における審

議、検討又は協議に係

る情報であり、これを

公にすることにより、

不当に国民の間に混乱

を生じさせるおそれ、

または率直な意見の交

換若しくは意思決定の

中立性が不当に損なわ

れるおそれがあること

から、法５条３号及び

５号に該当するため不

文書４６ ６枚目の一部 
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開示とした。 

９ 文書３ ２０ページ及び２６ページの

それぞれ一部 

自衛隊の施設の配置等

に関する情報であり、

これを公にすることに

より、当該施設の防御

能力が推察され、自衛

隊の任務の効果的な遂

行に支障を及ぼし、ひ

いては我が国の安全を

害するおそれがあるこ

とから、法５条３号に

該当するため不開示と

した。 

２０ページ及び２６ページの

それぞれ一部 

自衛隊の運用に関する

情報であり、これを公

にすることにより、自

衛隊の能力、警備態勢

及び運用要領が推察さ

れ、自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障を及

ぼし、ひいては我が国

の安全を害するおそれ

があることから、法５

条３号に該当するため

不開示とした。 

１０ 文書３ １８ページの一部 自衛隊の組織、編成に

関する情報であり、こ

れを公にすることによ

り、自衛隊の態勢及び

運用能力が推察され、

自衛隊の任務の効果的

な遂行に支障を生じさ

せるおそれがあること

から、法５条３号に該

当するため不開示とし

た。 

１１ 文書７ 全ページ 国家安全保障会議にお
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いて席上回収とした公

にすることを前提とし

ない文書であり、具体

的な検討の経緯等が記

載されているものであ

る。これらを公にした

場合、我が国の安全保

障上の関心事項等が推

察されることとなり、

敵対する勢力等からの

妨害や対抗措置を容易

ならしめ、国の安全が

害されるおそれ、他国

若しくは国際機関との

信頼関係が損なわれる

おそれ、交渉上不利益

を被るおそれまたは率

直な意見の交換若しく

は意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそ

れがある。以上のこと

から、法５条３号及び

５号に該当するため不

開示とした。 

※当審査会において整理した。 

 


